
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向

上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金の

引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティング､

人材育成･教育訓練など

（計画の承認と事業の実施後）

業務改善助成金を支給

（最大600万円）

業務改善助成金とは？

対象となる設備投資など

助成上限額や助成率などの

詳細は中面をチェック！

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等（POSレジシステムやリフト付き特殊車

両の導入など）が助成の対象となります。

また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。（詳しくは中面へ。）

対象事業者・申請の単位など

• 中小企業・小規模事業者であること

• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、

（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は

裏面をチェック！

別々に

申請

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と

助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞

○事業場内最低賃金が898円

→助成率9/10

○8人の労働者を988円まで引上げ（90円コース）

→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

540万円
(＝600万円×9/10)

450万円
(＝助成上限額)

＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）

工場A 事務所B

令和５年12月26日改正版

令和５年度業務改善助成金のご案内

申請期限が延長されました！

申請期限が延長されました！

業務改善助成金の申請期限について、賃金引上げ計画を立てて申請いただくもののみ、令和６年３月

31日に延長されました。

申請期限 事業完了期限 留意事項

賃金引上
げ計画を
立てて申
請

令和６年３
月31日に延
長

・令和６年１月31日までの申請分
令和６年２月28日までに設定いた
だきます。

・令和６年２月１日以降の申請分
令和６年４月１日～令和７年２月
28日に設定いただきます。

・事業完了期限を令和６年２月28日までに設
定いただいた場合でも、年度内に事業完了が
見込まれない場合は翌年度に再設定いただく
場合がございます。

・令和６年４月１日以降に事業完了期限を設
定いただいた場合、交付決定前（令和６年３
月31日まで）に設備導入をすると対象外と
なります。

賃金引上
げ後に申
請（※）

令和６年１
月31日まで

※ 事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者のみが対象。



助成上限額・助成率

コース

区分

事業場内

最低賃金の

引き上げ額

引き上げる

労働者数

助成上限額

右記以外

の事業者

事業場規模

30人未満の

事業者

30円
コース

30円以上

１人 3 0 万円 6 0万円

２～３人 5 0 万 円 9 0万 円

４～６人 7 0 万 円 1 0 0万 円

７人以上 1 0 0 万 円 1 2 0万 円

10人以上※ 1 2 0 万 円 1 3 0万 円

45円
コース

45円以上

１人 4 5 万円 8 0万円

２～３人 7 0 万 円 1 1 0万 円

４～６人 1 0 0 万 円 1 4 0万 円

７人以上 1 5 0 万 円 1 6 0万 円

10人以上※ 1 8 0 万 円 1 8 0 万 円

60円
コース

60円以上

１人 6 0 万円 1 1 0万円

２～３人 9 0 万 円 1 6 0万 円

４～６人 1 5 0 万 円 1 9 0万 円

７人以上 2 3 0 万 円 2 3 0 万 円

10人以上※ 3 0 0 万 円 3 0 0 万 円

90円
コース

90円以上

１人 9 0 万 円 1 7 0万 円

２～３人 1 5 0 万 円 2 4 0万 円

４～６人 2 7 0 万 円 2 9 0万 円

７人以上 4 5 0 万 円 4 5 0 万 円

10人以上※ 6 0 0 万 円 6 0 0 万 円

助成上限額

900円未満 9/10

900円以上
950円未満

４/５(9/10)

950円以上 ３/４(4/5)

（ ）内は生産性要件を満たした事業場の場合

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる

場合に対象になります。

▶ 事業場内最低賃金である労働者

▶ 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者

が「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金900円の事業場で30円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上

げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示す

指標の直近３か月間の月平均値が前年、

前々年または３年前の同じ月に比べて、

15％以上減少している事業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環

境の変化等の外的要因により、申請前

３か月間のうち任意の１か月の利益率

が前年同月に比べ３％ポイント※以上

低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセン

トで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②・③に該当する場合は、
助成対象経費の拡充も受けられます。

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。

（ただし、業務改善助成金では、雇入

れ後３か月を経過した労働者の事業場

内最低賃金を引き上げていただく必要

があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域

別最低賃金（国が例年10月頃に改定す

る都道府県単位の最低賃金額）と同様、

最低賃金法第４条及び最低賃金法施行

規則第１条又は第２条の規定に基づい

て算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用

環境・均等部室または賃金課室までお

尋ねください。



助成対象経費の拡充

特例事業者のうち、②生産量要件または③物価高騰等要件に該当する場合、助成対象となる生産性向上

に資する設備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります（パソコ

ン等は新規導入に限ります）。

また、生産性向上に資する設備投資などに「関連する経費」※も、この設備投資等の額を上回らない範囲

で助成対象となります。

デリバリーサービスを行っている飲食店が、機動的に

配送できるようデリバリー用３輪バイクを導入

＜生産性向上に資する設備投資等＞

デリバリーサービスを幅広く周知す

るための広告宣伝を実施

＜関連する経費＞

生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。

※「関連する経費」とは

助 成 対 象 経 費
一般
事業者

特例事業者
（②・③のみ）

助 成 対 象 経 費 の 例

生産性向上に資する設備投資等 〇 〇 リーフレットのオモテ面をご覧下さい。

生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万

円以下の乗用自動車や貨物自動車

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺

機器の新規導入

× 〇

生産性向上に資する設備投資等に

「関連する経費」※
× 〇

広告宣伝費（チラシの制作費）、改築費（事務室等の拡大）、
汎用事務機器や什器備品（机・椅子等）の購入など

助成対象経費の具体例

助成対象経費の具体例は、「生産性向上のヒント集」や厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。

生産性向上のヒント集 検 索



注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。

• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低

賃金の引き上げに取り組む方に、設備

資金や運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日

本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ

ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R５.12.26）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 地域別最低賃金の発効に対応して

事業場内最低賃金を引き上げる場

合、発効日の前日までに引き上げ

ていただく必要があります。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。

労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。

事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審

査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

賃金引き上げに当たっての注意点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、

申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、

サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取

組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

交付申請

交付申請書・事業実施

計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を

審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って

事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の

導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告

書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、

適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が

振り込まれます

（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（900円→950円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）まで

に事業場内最低賃金の引き上げ

（905円→950円）を完了

発効日の当日（10月１日）に

事業場内最低賃金の引き上げ

（905円→950円）を実施
対象外対象！



年収の壁対策として
労働者１人につき最大50万円助成します!

要件 1 人 当 た り
助 成 額

① 賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

1年目
20万円

②賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

3 年目以降、③の取組

2年目
20万円

③ 賃金の18％以上を増額
3年目
10万円

（１）手当等支給メニュー
週所定 労働
時間の 延⾧

賃金の
増額

1 人 当 た り
助 成 額

4時間以上 ー

30万円
3時間以上
4時間未満 ５％以上

2時間以上
3時間未満 10％以上

１時間以上
2時間未満 15％以上

（２）労働時間延⾧メニュー

◆社会保険適用促進手当
事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう

手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として
社会保険料の算定対象としません。

※ 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
※ １年目に（１）の取組による助成（20万円）を受けた後、
２年目に（２）の取組による助成（30万円）を受けることが可能。

キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう!

事業主の皆様へ

｢社会保険適用時処遇改善コース｣を新設しました!

R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12

R5

 10月

★ ★ ★ ★ ★ ★

 11月
★ ★ ★ ★ ★ ★

 12月
★ ★ ★ ★ ★ ★

R6

  1月

★ ★ ★ ★ ★ ★

キャリアアップ

計画書

社会保険加入 手当の支給等（６か月分） 支給申請期間（2か月間）

社会保険加入 支給申請期間（2か月間）

社会保険加入 支給申請期間（2か月間）

社会保険加入 支給申請期間（2か月間）

社

会

保

険

の

加

入

時

期

令和6年1月31日までに

提出（特例期間）

手当の支給等（６か月分）

手当の支給等（６か月分）

手当の支給等（６か月分）

＜申請スケジュールの例＞※給与を月末締め・翌月15日払いで支払い、手当等支給メニューを選択した場合

（※） 本助成金の支給を受けるためには、手当の支給等の取組を6か月行うごとに、2か月以内に申請することが必要です。
（※） 2024（令和６）年２月１日以降に手当の支給等の取組を始める場合は、取組を開始する前日までに、キャリアアップ計画を提出してください。

第１期支給対象期

第２期支給対象期

★ 給与・手当の支給

〇2023年10月からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。
〇労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に、労働者１人につき最大50万円を助成します。
〇支給申請の事務手続きも簡単になりました。

パートタイム・有期雇用労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん

労働者にとって、
・「年収の壁」を意識せず働くことができる。
・社会保険に加入することで処遇改善につながる。

事業主の皆様の
人手不足の解消へ!

2024（令和6）年1月31日までに取組を開始する場合

キャリアアップ計画書は2024年１月までに管轄労働局に提出してください

キャリアアップ助成金

※令和５年10月１日から令和８年３月31日までの間に新たに社会保険の適用となった労働者が対象です。



その労働者の社会保険加入日から最⾧２年間の手当
※３等の支給後の働き方について、労使で話し合い
を行う予定ですか。

2

対象となる労働者をチェックしましょう!
雇用している短時間労働者の中に、2023（令和5）年10月以降、
新たに社会保険の被保険者の要件※１を満たす方はいますか。

いいえ

その労働者は、社会保険加入日から２か月以内に、週所
定労働時間を一定時間延⾧すること※２ができますか。

その労働者は、社会保険加入日から１
年が経過した時点で、労働時間の延⾧
ができる見込みですか。

(1)手当等支給
メニュー

(1)(2)の
併用メニュー

(2)労働時間延⾧
メニュー

本助成金の
支給要件には
該当しません。

その労働者は、以下の①、②の両方に該当する方ですか。
① 社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている。
② 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入して
いなかった。

はい

○ キャリアアップ助成金の申請方法や助成額などの詳細については、都道府県労働局または管轄の
ハローワークまでお問合せください。

○ 各都道府県の働き方改革推進支援センターでも助成金に関する相談を受け付けています。
最寄りのセンターの連絡先は

○ 「年収の壁突破・総合相談窓口」（コールセンター）にもご相談いただけます。

※１ 厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所の場合は、週の所定労働時間が20時間
以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上で学生ではないこと。100人以下の事業所の場合は、週の所
定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用のフルタイム従業員の4分の3以上である者であること。

※２ 週所定労働時間を4時間以上延⾧、または3時間以上延⾧するとともに基本給を5％増額改定する
等の措置。詳しくは、表面の「（２）労働時間延⾧メニュー」をご覧ください。

※３ 社会保険適用促進手当（標準報酬月額が10.4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最⾧
2年間、社会保険の標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含めない取り扱いとする手当）

厚生労働省公式HP0120-030-045

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

働き方改革推進支援センター 無料相談窓口 検索



働き方改革で、会社が成長する
「人づくり」を活性化

代表取締役社長
井木敏晴氏

株式会社井木組 総合工事業

改革ストーリーは
Webで！

働き方改革のポイント
POINT

1

2

3

現場支援チームを創設
事務作業を分業し、現場技術者を本来の業務
に注力させる。現場社員の残業を削減

社員のマルチスキル化
専門的な業務スキルなどをマルチに身に付け
ることで、さまざまな職域で女性も多く活躍中

働きやすい職場環境を整備
残業削減、年次有給休暇の取得率向上に取り
組み、年間休日は89日から104日へと増加

COMPANY PROFILE　企業プロフィール
● 代表取締役社長／井木敏晴
● 本社所在地／鳥取県東伯郡
● 従業員数／146名（2021年7月現在）
● 設立／1912年
● 資本金／9,600万円

● 事業内容
1.土木一式工事  2.建築一式工事
3.とび・土木工事  4.管工事
5.舗装工事  6.港湾工事
7.造園工事  8.水道施設工事
9.内装仕上工事  10.宅地建物取引
11.リフォーム事業

働き方改革でどう変わった？

「縁の下の力持ち」として
現場の業務をサポート
現場支援担当の第1号として現場に赴
き、業務に取り組んでいます。現在は、事
務作業にとどまらず、品質管理や施工管
理など多岐に渡ります。日中にできること
から対応するので、現場技術者の負担軽
減ができ、現場の残業も目に見えて減っ
てきたと感じています。

工務管理部
伊藤美紀さん

VOICE 従業員の声

分業改革で現場業務を取り崩し 
職場環境を整備。長時間労働削減も
現場の長時間労働削減を目標に、主に事務作業をサ
ポートする現場支援担当者制度を創設。手始めに事務
作業が繁雑な公共工事の現場に現場支援担当者を常駐
させ、業務内容を把握させた上で、自社の方針を各現場
に伝えている。井木社長は「現場のトップである監督が本
来の業務に専念し、かつ技術の研鑚を推進することで、よ
り高品質のものを顧客に提供できる」と意義を語る。

女性の活躍の場も広げていく
「労働時間を減らしながら生産性を高めるには、社員一
人ひとりの能力アップが必須」と井木社長。本社の事務職
から登用した「マルチスキル化」で、現場支援チームをさら
にサポート。適材適所を考え、より専門的な技術などを身
につける仕組みを整える。従来の「建設現場は男性の仕
事」の意識を改革。設計、積算、施工管理や営業分野でも
女性社員が活躍中だ。

「社員ファースト」の視点で
働きやすい労働環境づくり

代表取締役社長
鈴木 整氏

株式会社一ノ蔵 酒類製造業

残業を減らすための施策の数々
「従業員の健康、働きやすい労働環境が第一」と鈴木
社長は社員ファーストの視点から改革を進めた。従業
員のスキルアップを目指し「多能工化」と定期的な「ジョ
ブローテーション」を実施。業務内容や業務量などを
皆で把握できる体制をつくり、特定個人への仕事の集
中を防いだ。残業は事前申告制とし、週１日「ノー残業
デー」も設定。

仕事と育児の両立のために
社員ファースト目線で仕事と育児の両立のための改革
も進めた。男女社員を対象に育児休業の最初の５日
間を有給にする、育児休業から復職後子どもの小学
校入学まで短時間勤務が可能とするなど独自の制度
を導入。社員の要望から「搾乳室」を作るなど環境整
備も進め、出産後の取得・復職率は100％に。子育て
サポート企業として厚生労働大臣の「くるみん認定」も
受けている。

改革ストーリーは
Webで！

COMPANY PROFILE　企業プロフィール
● 代表取締役社長／鈴木整
● 本社所在地／宮城県大崎市
● 従業員数／160名（関連会社含む） （2021年９月現在）
● 設立／1973年
● 資本金／9,000万円

● 事業内容
清酒製造業

働き方改革でどう変わった？

育児休業から復職後
短時間勤務で仕事と育児を両立
育児休業後、上司に短時間勤務をすすめ
られ出産前と同じ部署に戻りました。子
どもが３歳になるまで短時間勤務が可
能で、時間の枠もフレキシブルに設定で
きるよう配慮していただき、大変助かり
ました。現在は小学校入学まで活用でき
るよう強化されています。

VOICE 従業員の声
働き方改革のポイント

POINT

1

3

「多能工化」と
「ジョブローテーション」

社員は複数の業務をこなせるようになり生
産性が向上し、残業は減少

2 育児休業の最初の5日間を有給に
それまで男性の育児休業取得例はなかった
が、制度導入により２名が取得

社員一人ひとりをバックアップ
細やかに社員を支援することで、働きやすく
コミュニケーションも密な企業に

管理課
浅野けい子さん

時
間
外
労
働
の
削
減
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「休日増加・ICT建機導入・多能工化」の
三位一体改革で生産性向上

代表取締役
熊本孝司氏

大津建設株式会社 建設業

働き方改革のポイント
POINT

COMPANY PROFILE　企業プロフィール

働き方改革でどう変わった？

4週8休で土曜休みが増え、
子どもも喜んでいます
ICT建機導入で効率化され作業量が減
り、段取りをゆっくり考える時間が増えま
した。また、子どもの部活の送迎や見学、
試合の応援は土曜日が多く、以前は誰も
行けないこともありましたが、2023年か
らは4週8休になったので参加しやすく、
子どもも喜んでくれることが嬉しいです。

VOICE 従業員の声

改革ストーリーは
Webで！

安全と健康を第一に、休みを増やして 
働きやすい環境へ
土木工事を中心に地域に根ざして事業展開している大津建設株式
会社。人材不足や競争激化など、建設業界を取り巻く環境が厳しさ
を増す中、熊本社長は、人材確保対策や生産性向上に向けて、長年
にわたり、さまざまな取り組みを行ってきた。2022年からは休日増
加への取り組みを開始。2年かけて年間休日を87日から96日、105
日へと段階的に増やし、2023年1月より４週８休に移行した。

仕事を「面白い」と感じてもらえるように 
多能工化を推進
新入社員が欲しいが人材確保は難しい。そこで、仕事を面白いと感
じてもらえるように、一人一人の適正や興味を見極めながら、いろ
いろな仕事が経験できるようにしている。また、資格取得や人材の
育成にも力を入れ、多能工化を推進し、従業員の活躍を支援。さら
に、ICT建機の導入で、生産性向上を図るとともに、熟練者でなくて
も機械自体で制御できるようにし、属人化の改善・作業の質の標準
化等を実現した。

工務室長
中篠迫晶さん

「4週6休」から「4週8休」へ
従業員から「家族と過ごす時間が増えた」「身
体をしっかり休ませられた」など喜びの声が
増え、ワークライフバランスが向上した

ICT施工技術の導入
属人化（熟練工頼り）の改善・省人化、作業
日数の短縮・人工の削減、事故発生リスクの
低減、生産性向上などの効果があった

多能工化を積極的に推進
様々な業種を経験できるよう資格取得のサ
ポートに注力し、人材を育成することにより、
従業員一人一人の仕事の幅が広がった

1

2

3

● 代表取締役／熊本孝司
● 本社所在地／広島県三次市
● 従業員数／33名（2023年１月現在）
● 創業／1960年3月
● 設立／1967年1月
● 資本金／2,000万円

● 事業内容
建設業（土木工事業、建築工事業等）、下水道排水設備工事業、土木建築設計管理業、介護福祉用具の販売・貸与業、
農業、食品製造業ほか

支援社会保険労務士
久保春惠氏（広島県）

働き方改革でどう変わった？

給与明細のスマホ配信は
便利
給与明細のスマホへの配信システムに
よっていつでも必要な時に明細の確認
ができるので、大変役に立っています。ま
た、勤怠管理システムを利用することに
より残業や休暇申請などの紙提出が減
り、ペーパーレスにつながっています。

VOICE 従業員の声

ITを活用し事務作業の効率化と
有給休暇取得促進の同時実現
有限会社タムカンパニー 建設業

IT活用でバックオフィス業務を効率化
従来、経営者自らが管理部門を担当し、総務・経理等の事務作業に時間が
とられ、経営的な業務を行うことが困難になってきた。このため、事務員を
採用するとともに、企業と社労士事務所をつなぐクラウドの『業務支援シス
テム』を導入し、経営者が費やしていた時間や労力を軽減し、他の重要な基
幹業務に注力することにした。また、手作業で行っていた給与計算業務も
正確かつ効率的に行えるようになった。給与明細は従業員のスマホに配信
することで配布作業が不要になり、管理部の担当者の工数削減につながっ
た。こうした一連の取り組みの結果、総務担当者の負担軽減が実現した。

勤務状況をリアルタイムに把握
従来のタイムカードや出勤簿では、締切日に集計しないと残業時間など
の勤務状況が把握できなかった。勤怠管理システムを導入し、毎日リア
ルタイムで把握できるようにするとともに、シフトの設定や日々の人員配
置状況の把握も可能となった。また、1か月の勤怠集計が簡単に給与計
算と連動し面倒なチェック作業が大幅に軽減した。さらに、事前に設定
した残業時間の上限に近づくとアラートが表示される他、有給休暇の
管理機能も備わっており、労働時間管理、年次有給休暇の取得促進に
つなげることができるようになった。

COMPANY PROFILE　企業プロフィール
● 代表取締役／鈴木貴久
● 本社所在地／愛知県名古屋市
● 従業員数／８名（2022年12月現在）
● 設立／1999年3月
● 資本金／300万円

● 事業内容
1.機械設備、揚排水ポンプ及び各種自動制御盤の設計/修理・改造工事/製作/メンテナンスサービス/据付工事
2.各種電気工事

働き方改革のポイント
POINT

改革ストーリーは
Webで！

支援社会保険労務士
後藤昌雄氏（愛知県）

2 有給休暇の取得促進
勤怠管理システムの導入によって、有給休暇
の取得状況や残日数等をリアルタイムで確
認できるようになり、消化漏れを未然に防止
することにより有給休暇の取得を促進

1 長時間労働の削減
『業務支援システム』の導入により、労働時間
管理や、賃金計算等の間接業務の効率化、
生産性の向上につながり当該部門の長時間
労働時間の縮減に役立った

代表取締役
鈴木貴久氏

メンテナンス部
鈴木隼介さん
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「休日増加・ICT建機導入・多能工化」の
三位一体改革で生産性向上

代表取締役
熊本孝司氏

大津建設株式会社 建設業

働き方改革のポイント
POINT

COMPANY PROFILE　企業プロフィール

働き方改革でどう変わった？

4週8休で土曜休みが増え、
子どもも喜んでいます
ICT建機導入で効率化され作業量が減
り、段取りをゆっくり考える時間が増えま
した。また、子どもの部活の送迎や見学、
試合の応援は土曜日が多く、以前は誰も
行けないこともありましたが、2023年か
らは4週8休になったので参加しやすく、
子どもも喜んでくれることが嬉しいです。

VOICE 従業員の声

改革ストーリーは
Webで！

安全と健康を第一に、休みを増やして 
働きやすい環境へ
土木工事を中心に地域に根ざして事業展開している大津建設株式
会社。人材不足や競争激化など、建設業界を取り巻く環境が厳しさ
を増す中、熊本社長は、人材確保対策や生産性向上に向けて、長年
にわたり、さまざまな取り組みを行ってきた。2022年からは休日増
加への取り組みを開始。2年かけて年間休日を87日から96日、105
日へと段階的に増やし、2023年1月より４週８休に移行した。

仕事を「面白い」と感じてもらえるように 
多能工化を推進
新入社員が欲しいが人材確保は難しい。そこで、仕事を面白いと感
じてもらえるように、一人一人の適正や興味を見極めながら、いろ
いろな仕事が経験できるようにしている。また、資格取得や人材の
育成にも力を入れ、多能工化を推進し、従業員の活躍を支援。さら
に、ICT建機の導入で、生産性向上を図るとともに、熟練者でなくて
も機械自体で制御できるようにし、属人化の改善・作業の質の標準
化等を実現した。

工務室長
中篠迫晶さん

「4週6休」から「4週8休」へ
従業員から「家族と過ごす時間が増えた」「身
体をしっかり休ませられた」など喜びの声が
増え、ワークライフバランスが向上した

ICT施工技術の導入
属人化（熟練工頼り）の改善・省人化、作業
日数の短縮・人工の削減、事故発生リスクの
低減、生産性向上などの効果があった

多能工化を積極的に推進
様々な業種を経験できるよう資格取得のサ
ポートに注力し、人材を育成することにより、
従業員一人一人の仕事の幅が広がった

1

2

3

● 代表取締役／熊本孝司
● 本社所在地／広島県三次市
● 従業員数／33名（2023年１月現在）
● 創業／1960年3月
● 設立／1967年1月
● 資本金／2,000万円

● 事業内容
建設業（土木工事業、建築工事業等）、下水道排水設備工事業、土木建築設計管理業、介護福祉用具の販売・貸与業、
農業、食品製造業ほか

支援社会保険労務士
久保春惠氏（広島県）

働き方改革でどう変わった？

給与明細のスマホ配信は
便利
給与明細のスマホへの配信システムに
よっていつでも必要な時に明細の確認
ができるので、大変役に立っています。ま
た、勤怠管理システムを利用することに
より残業や休暇申請などの紙提出が減
り、ペーパーレスにつながっています。

VOICE 従業員の声

ITを活用し事務作業の効率化と
有給休暇取得促進の同時実現
有限会社タムカンパニー 建設業

IT活用でバックオフィス業務を効率化
従来、経営者自らが管理部門を担当し、総務・経理等の事務作業に時間が
とられ、経営的な業務を行うことが困難になってきた。このため、事務員を
採用するとともに、企業と社労士事務所をつなぐクラウドの『業務支援シス
テム』を導入し、経営者が費やしていた時間や労力を軽減し、他の重要な基
幹業務に注力することにした。また、手作業で行っていた給与計算業務も
正確かつ効率的に行えるようになった。給与明細は従業員のスマホに配信
することで配布作業が不要になり、管理部の担当者の工数削減につながっ
た。こうした一連の取り組みの結果、総務担当者の負担軽減が実現した。

勤務状況をリアルタイムに把握
従来のタイムカードや出勤簿では、締切日に集計しないと残業時間など
の勤務状況が把握できなかった。勤怠管理システムを導入し、毎日リア
ルタイムで把握できるようにするとともに、シフトの設定や日々の人員配
置状況の把握も可能となった。また、1か月の勤怠集計が簡単に給与計
算と連動し面倒なチェック作業が大幅に軽減した。さらに、事前に設定
した残業時間の上限に近づくとアラートが表示される他、有給休暇の
管理機能も備わっており、労働時間管理、年次有給休暇の取得促進に
つなげることができるようになった。

COMPANY PROFILE　企業プロフィール
● 代表取締役／鈴木貴久
● 本社所在地／愛知県名古屋市
● 従業員数／８名（2022年12月現在）
● 設立／1999年3月
● 資本金／300万円

● 事業内容
1.機械設備、揚排水ポンプ及び各種自動制御盤の設計/修理・改造工事/製作/メンテナンスサービス/据付工事
2.各種電気工事

働き方改革のポイント
POINT

改革ストーリーは
Webで！

支援社会保険労務士
後藤昌雄氏（愛知県）

2 有給休暇の取得促進
勤怠管理システムの導入によって、有給休暇
の取得状況や残日数等をリアルタイムで確
認できるようになり、消化漏れを未然に防止
することにより有給休暇の取得を促進

1 長時間労働の削減
『業務支援システム』の導入により、労働時間
管理や、賃金計算等の間接業務の効率化、
生産性の向上につながり当該部門の長時間
労働時間の縮減に役立った

代表取締役
鈴木貴久氏

メンテナンス部
鈴木隼介さん
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代表取締役
中嶋芳規氏

働き方改革のポイント
POINT

働き方改革の意義と必要性を理解して改善
長時間労働、慢性的人手不足という業界の
特性を見据えて働き方改革の全体像を理解
した上で取り組むべき方向性を見定めた

助成金を効果的に活用して働き
方改革を実現
助成金情報を積極的に収集した上で効果的
に活用して生産性向上や労働条件改善につ
ながる機械設備を導入

未経験者や女性が働きやすい職場づくり
安全で効率的な作業環境のため次世代足場
への転換を行い、未経験者や女性が働きやす
い職場となった。資格取得に力を入れている

COMPANY PROFILE　企業プロフィール
● 代表取締役／中嶋芳規
● 本社所在地／富山県射水市
● 従業員数／14名（2022年12月現在）
● 設立／2003年4月（創業1999年）
● 資本金／300万円

● 事業内容
総合仮設足場工事業

働き方改革でどう変わった？

働きやすい職場で責任感や、やりがい
を感じることが多くなりました
社員同士の仲がよく、働きやすいです。最近
では少しずつ大きな現場を任されるようにな
り、技術的にも精神的にも成長したと思いま
す。責任感ややりがいを感じることも多くな
りました。期待されていることを嬉しく思いま
すし、これからももっと大きな現場を経験し、
後輩への指導にも力を注ぎたいと思います。

VOICE 従業員の声

1

2

3

改革ストーリーは
Webで！

助成金を活用して効率化と時間外労働削減、
快適な職場づくりを実現
業務改善助成金を活用し、フォークリフトを購入。これにより、手作業で
行っていた倉庫内の資材の積み下ろしが効率化され時間外労働の削
減につながった。同時に時間給を引き上げたことで時間外労働を減らし
ても賃金は同じであるため、従業員の労働意欲が高まった。働き方改革
推進支援助成金を活用して積算・工程管理・労務を一体的に管理する
システムを導入。社内で情報の一元化、共有ができることにより効率が
アップした。屋外ではなく倉庫内で資材を保管して、天井クレーンを設置
することにより従業員が快適に働ける職場作りを行った。

女性が活躍できる職場づくりに取り組む
建設業自体がきつい、危険というイメージがある。熟練工の減少により
今後の人手不足が考えられるため、未経験者や女性でも働ける会社にし
ていく必要がある。女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策
定にもいち早く取り組み、業界を活性化させようと奮闘してきた。2022
年には、北陸初となる女性とび一級技能士が誕生し、女性も建設業界で
活躍できることを多くの人に知ってもらえるきっかけになった。これから
も、未経験者や女性でも活躍できる社会づくりに取り組んでいきたい。

支援社会保険労務士
宮下智弘氏（富山県）

工事部
米田偉織さん

働き方改革に取り組み、
社員と家族が安心して働ける企業を作る
なかじま建設有限会社 建設業

介護離職を防ぎ仕事と介護を両立できる
働き方の制度を構築

代表取締役社長
中野渡修氏

株式会社東洋ハウス工業 建設業

働き方改革のポイント
POINT

介護フレックスタイム制の導入
柔軟な勤務時間設定により、柔軟な対応や
仕事の効果的配分を実現

両立支援体制の構築
もともとあったお互い様精神が活性化し、
風通しの良い職場風土が定着

定年の廃止
モチベーションが向上し、従業員のイキイキ
したパフォーマンスがお客様サービス向上
にも寄与

COMPANY PROFILE　企業プロフィール
● 代表取締役社長／中野渡修
● 本社所在地／青森県十和田市
● 従業員数／2名（2023年1月現在）
● 設立／1993年2月
● 資本金／2,000万円

● 事業内容
一般建築工事業、新築住宅の設計・施工、リフォーム工事など

働き方改革でどう変わった？

フレックスタイム制度や定年廃止で
安心して仕事ができます
家族の介護の用事は有給休暇で対応してい
ましたが、有給休暇がどんどん減っていくた
め不安がありました。フレックスタイム制度
のおかげで、有給休暇を使わず介護対応で
きることが増え、助かっています。定年も廃
止となり、これまで培った長年の経験を活か
しながら働き続けられ、とても良かったです。

VOICE 従業員の声

1

2

3

改革ストーリーは
Webで！

会社として制度を構築し、 
介護に直面する従業員をバックアップ
自身も介護経験がある中野渡修社長は、従業員が介護と仕事の両立
に奮闘している状況を何とかしたいとの想いから、両立支援制度の構
築に着手。まずは、両立支援のベースとなる育児・介護休業規程を整
備。さらに、家族介護を担う従業員が今までどおり仕事を続けるには
枠にはまった働き方では限界があったため、自分で仕事の時間を調整
して無理なく業務を行えるように介護フレックスタイム制を導入した。

従業員の働き甲斐を引き出すために 
定年を廃止
定年は65歳と定めていたが、定年に近づいた従業員は、会社に貢献
してくれるパフォーマンスをキープして、成果を見せてくれていた。会
社立ち上げ当初から尽力してくれている従業員を大切にして、共に
ゴールまで走りたいと考え、定年廃止を選択。より安心して働き続け
られる環境が整い、65歳を迎えた従業員のモチベーション向上につ
ながっている。 支援社会保険労務士

田村由理氏（青森県）

営業担当
高橋千恵さん
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